
５月は赤十字運動月間です５月は赤十字運動月間です
赤十字運動について
　日本赤十字社の前身である博愛社が設立された５
月を赤十字運動月間として、皆様から活動資金（会
費）の募集を行っています。
　皆様からいただいた活動資金（会費）は、災害救
護活動をはじめ、苦しむ人々を救う様々な活動に大
切に使わせていただいています。赤十字運動に協力
するということは、日本赤十字社を財政的に支える
とともに、奉仕活動の一翼を担う立場に立ち、人道
的事業に参画し、国内はもとより国際的な人類の助
け合い運動の仲間入りをするという意義がありま
す。

お問い合わせ　日本赤十字社益城町分区（益城町社会福祉協議会）お問い合わせ　日本赤十字社益城町分区（益城町社会福祉協議会）
　　　　　　　住所　益城町惣領１４７０（益城町町保健福祉センター内）　　　　　　　住所　益城町惣領１４７０（益城町町保健福祉センター内）
　　　　　　　電話　０９６－２１４－５５６６　　　　　　　電話　０９６－２１４－５５６６

日本赤十字社益城町分区とは
　日本赤十字社熊本県支部には、各市町村に地区・分区があ
ります。益城町では、社会福祉協議会が業務を受け日本赤十
字社益城町分区として赤十字運動を行っています。

日本赤十字社益城町分区    令和 6 年度実績

支出の部収入の部

項目項目 金額金額
１ 小地域活動配分金（68 行政区） 336,740 円
２ 団体助成 170,000 円
３ 災害救護（車両関係） 65,726 円
４ 事務費 26,980 円
５ 次年度繰越金 856,536 円

合計 1,455,982 円

項目項目 金額金額

１ 前年度繰越金 765,303 円

2 事務費交付金 353,399 円

２ 事業費交付金 336,749 円

３ 雑収入（利息） 531 円

合計 1,455,982 円

令和 6 年度交付金実績

令和 6 年度活動資金（会費）実績
項目項目 金額金額

１ 一般会費 3,367,400 円

２ 法人会費 55,000 円

3 県支部直接振込等 111,500 円

4 雑収入（利息） 94 円

合計 3,533,994 円


